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船橋市保健福祉センター施設総合管理業務委託に関するプロポーザル実施要領 

 

１． 業務の目的 

平成２７年１０月開設の船橋市保健福祉センターは、保健所、診療所、福祉施設及び事

務所の用途を備えた外部団体の入居する２４時間稼働の複合施設である。また、災害時に

は対策本部が設置されることから、常時、施設の機能を維持し、災害時・緊急時に迅速か

つ的確に対応できるように開設時から統括管理業務にて統括管理者が施設管理運営、設備

管理、保安警備及び清掃業務を一括管理する総合管理業務委託方式を採用している。  

今後も実効的かつ効率的な同方式により、安全かつ衛生的な環境の確保並びに施設の機

能の維持充実及び維持管理コストの削減を図るとともに、すべての市民が安心して利用で

きる施設の維持管理を行うことを目的とする。 

 

２． 業務概要 

(１) 業 務 名 船橋市保健福祉センター施設総合管理業務委託 

(２) 業務場所 船橋市北本町１丁目１６番５５号 船橋市保健福祉センター 

(３) 業務内容 別紙「船橋市保健福祉センター施設総合管理業務委託仕様書」 

 （以下、「仕様書」という。）のとおり 

(４) 履行期間 令和７年１０月１日から令和１２年９月３０日まで 

 

３． プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由 

価格のみによる競争では、本業務に必要な専門的知識や経験を有しない業者が選定され、

「１．業務の目的」を達成できない恐れがあることから、各業務に必要な知識、技術、企

画、課題解決（改善）能力及び過去の実績のほか、業務の統括能力及び調整能力等を総合

的に評価し、所期の目的を達成し得るより優れた受託候補者を特定するため。  

 

４． プロポーザル方式の方法及び理由 

多くの事業者からの提案を受ける必要があることから公募型とする。 

 

５． スケジュール 

(１) 公募開始 令和７年４月２８日（月） 

(２) 質問書の提出期限 令和７年５月 ９日（金）午後５時(必着) 

(３) 質問書に対する回答 令和７年５月１４日（水） 

(４) 参加申込書提出期限 令和７年５月１６日（金）午後５時(必着) 

(５) 参加資格要件確認結果通知 令和７年５月２０日（火） 

(６) 提案書等の提出期限 令和７年６月 ３日（火）午後５時(必着) 

(７) 第一次審査結果通知 令和７年６月１０日（火） 

(８) 第二次審査（プレゼンテーション） 令和７年６月２４日（火） 

(９) 評価結果通知及び公表 令和７年７月 ７日（月） 
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※ 上記日程は事務上の都合により変更することがある。 

 

６． 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次のすべてに該当する者であること。 

① 本市の業務委託の競争入札参加資格を有しており、ちば電子調達システムの格付（等

級）が「Ａ」であること。 

② 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に該当する者でないこと。 

③ 参加申込書の提出期限から受託候補者の特定までの間に、船橋市建設工事請負業者等

指名停止措置要領による指名停止、船橋市建設工事等暴力団対策措置要綱による指名

除外及び船橋市入札参加有資格者実態調査実施要領に基づく入札参加停止措置を受け

ていないこと。 

④ 過去５年以内に、延床面積１３，０００㎡以上の建物の施設総合管理業務委託（統括管

理業務・保安警備業務・施設管理運営業務・設備管理業務・清掃業務をすべて含む総合

的な施設管理業務）の契約実績を有していること。 

⑤ 警備業の認定及び建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。 

⑥ 一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度において院内清

掃に係る医療関連サービスマークの認定を受けていること。 

 

７． 質問及び回答 

(１) 質問方法 

 令和７年４月２８日（月）から令和７年５月９日（金）午後５時まで（必着）に、「質

問書（第３号様式）」に入力の上、電子メールで事務局あてに送付すること。 

【電子メール件名】 保健福祉センター施設総合管理業務委託プロポーザル質問書 

【電子メール送付先】 kenkoseisaku@city.funabashi.lg.jp 

※ 電子メールの送付後、事務局（０４７-４０９－０４１３）に架電し、電子メールの

到着を確認すること。 

※ 評価等に影響をおよぼすおそれがある質問（参加者数・参加者名・評価委員等）につ

いての質問は受け付けない。 

(２) 質問への回答 

質問への回答は、令和７年５月１４日（水）に市ホームページに掲載する。 

【ＵＲＬ】 https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/nyusatsu/001/p135447.html 

※ 質問がなかった場合もその旨を掲載する。 

 

８． 参加申込方法 

提出書類及び申込方法は、次のとおりとする。 

(１) 提出書類（各１部） 

① 参加申込書（第１号様式） 

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/nyusatsu/001/p135447.html
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② 業務実績書（第２号様式） 

③ 本業務と同等の業務実績を確認できる契約書の写し（１件） 

④ 企業概要を確認できる書類（パンフレット等） 

⑤ 警備業の認定証の写し 

⑥ 建築物環境衛生総合管理業証明書の写し 

⑦ 医療関連サービスマーク認定証書の写し 

(２) 提出先及び提出方法 

「１６．事務局」に記載する担当課に持参又は郵送 

【持参の場合】 受付は土日祝日を除く午前９時から午後５時まで 

【郵送の場合】 特定記録郵便又は書留郵便により送付後、提出期限までに事務局 

（０４７-４０９－０４１３）に架電して到着を確認すること。 

(３) 提出期限 

令和７年５月１６日（金）午後５時まで（必着） 

(４) 参加申込の承認について 

参加申込要件の確認結果は、参加申込者に対し、令和７年５月２０日（火）に電話（不

通の場合、電子メール）にて連絡の上、参加資格要件確認結果通知書により通知する。 

(５) 資料の貸出し 

「８.参加申込方法」の「（１）提出書類」を提出した者で「６．参加資格」のすべてに

該当することが確認できた場合に参考資料として平面図等の貸出しを行う。 

 

９． 提案限度額 

￥５３２，７９１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※ この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものである。 

 

１０． 評価方法及び評価基準 

船橋市保健福祉センター施設総合管理業務委託事業者評価委員会が、別紙「船橋市保健

福祉センター施設総合管理業務委託事業者評価基準」(以下、「事業者評価基準」という。) 

に基づき、第一次審査（書類審査）及び第二次審査（プレゼンテーション）の２段階審査に

より総合的に審査・評価を行い、受託候補者及び次順位者を選定する。 

(１) 第一次審査（書類審査） 

提出された提案書について、評価委員は別紙「事業者評価基準」の別表１により審査

及び評価を行う。ただし、参加事業者数に関わらず、別表１の評価項目において評価委

員の評価点を合計した合計点の平均点が審査対象基準点（１２０点）を下回る場合は、

審査対象外とする。 

審査対象者が４者以上である場合は順位付け判定を行い、上位３者を第二次審査対象

者として選考する。なお、参加事業者が３者以下である場合も第一次審査は実施する。 

順位付け判定は、評価委員ごと評価点を合計した合計点の高い順に付した順位を付し、

その順位点を業者ごとに合計した順位合計点の低い者から上位とする。 
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ただし、順位合計点が同点の場合は１位の獲得数が多い者を上位とし、１位の獲得数

が同数の場合は、順に２位、３位の獲得数が多い者から上位とする。 

上記方法により決定しない場合は、評価委員の合計点を合計した総合計点が高い者を

上位とする。 

(２) 第二次審査（プレゼンテーション）  

第二次審査対象者による提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリングについて、

評価委員は別紙「事業者評価基準」の別表２により審査及び評価を行う。ただし、別表

２の評価項目において評価委員の評価点合計の平均が評価委員の評価点を合計した合計

点の平均点が審査対象基準点（３０点）を下回る場合は、審査対象外とする。 

(３) 順位付け判定による受託候補者の特定 

第一次審査及び第二次審査の審査対象基準を満たす業者が複数いる場合には、順位付

け判定を行う。 

順位付け判定は、評価委員ごとに第一次審査及び第二次審査の評価点を合計した合計

点の高い順に順位を付し、その順位点を業者ごとに合計した順位合計点の最も低い者を

受託候補者とし、次点となった者を次順位者とする。 

ただし、順位合計点が同点の場合は、１位の獲得数が多い者を上位とし、１位の獲得

数が同数の場合は評価委員の評価点を合計した総合計点の高い者を上位とする。 

上記方法により決定しない場合は、評価委員会の定めるところにより、再度審査を行

うものとする。 

 

１１． 提案書の提出 

提出書類及び提出方法は次のとおりとする。 

(１) 提出部数 

「１１.提案書の提出」の「（３）提出書類」を１冊に編冊したうえで、提案書（鑑文）

（第４号様式）を１部添えて、９部（正本１部、副本８部）及びＣＤ－Ｒを１枚提出する

こと。 

(２) 提出書類作成上の留意事項 

① 提案は１提案者につき、１案とすること。 

② 図面及び図表を除き、フォントサイズは１０．５ポイント以上とする。 

③ 簡潔明瞭かつ具体的に記載すること。 

④ 様式ごとに下部中央にページ番号を記載すること。 

⑤ 提出した書類の訂正・差し替え・追加は認めない。 

⑥ 提出した書類は返却しない。 

(３) 提出書類 

① 提案書 

(ア) Ａ４版・横書き（片面印刷）の任意様式とし、印刷面のページ下部中央にページ

番号を振ること。 

(イ) おおむね２２ページ以内とする。ただし、表紙、目次及び裏表紙並びに機械警備
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機器設置計画書は規定のページ数に含まない。 

(ウ) 資料を参照する場合は、参照する箇所がわかるように該当頁等を記載すること。 

(エ) 機械警備設置計画書は別冊とする。 

(オ) 仕様書等を踏まえ、別紙「事業者評価基準」の別表１の評価項目（１～１５）及

び評価基準を網羅した内容とし、関連する評価項目の項番を記載し、項番順に編

冊すること。 

(カ) プレゼンテーション当日にプロジェクターで投影する内容がある場合は、その内

容も含めること。 

(キ) 提出書類は返却しない。 

(ク) 提出書類の訂正、差し替え及び追加提案は認めない。 

② 見積書 

(ア) 見積書（第５号様式）により作成すること。 

(イ) 参考資料として、各事業費の内訳書（項目、単価、数量等）を添付すること（任

意様式）。 

(ウ) 提案内容により仕様書に基づく見積金額より増額又は減額する場合、その内容を

記載すること。 

(４) 提出先及び提出方法 

「８．参加申込方法」の「（２）提出先及び提出方法」に記載しているとおりとする。 

(５) 提出期限 

令和７年６月３日（火）午後５時まで（必着） 

(６) 第二次審査（プレゼンテーション） 

① 日時・場所 

第二次審査対象者に対し、第一次審査結果通知に併せて通知する。 

② 出席者 

１提案者３名以内とし、本業務を受託した際に主担当及び統括管理者となる予定の

者を参加させること。 

③ 実施方法 

プレゼンテーションは本業務を受託した際に主担当となる予定の者が行うこととし、

別紙「事業者評価基準」の別表１の評価項目のうち、実施体制（評価項目７～１０）及

び提案内容（評価項目１１～１５）については統括管理者となる予定の者が行うこと。 

なお、説明は事前に提出した提案書に基づき実施することとし、当日を含め資料の

差し替え及び追加は認めない。 

④ 実施時間 

１提案者あたりの持ち時間は４０分以内とする。持ち時間にはプレゼンテーション

（２０分程度）、ヒアリング（１５分程度）のほか、設営、撤去の時間を含む。 

⑤ 貸出物品 

机・椅子・電源・スクリーン・プロジェクターとし、それ以外の物品については提案

者の負担において準備すること。 
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⑥ その他 

提案書等に記載した担当者は、原則として変更できない。ただし、退職等やむを得

ない理由により変更を行う場合には、同等以上の者であることを証明し、発注者の承

諾を得なければならない。 

 

１２． 評価結果等の通知及び公表と方法 

（１）第一次審査結果 

参加事業者に対し、令和７年６月１０日（火）に電話（不通の場合、電子メール）にて

連絡の上、第一次評価結果通知により通知する。また、第二次審査対象者には第二次審

査実施の日時及び場所について併せて通知する。 

（２）評価結果 

第二次審査対象者に対し、評価結果通知により通知するとともに、令和７年７月７日

（月）に船橋市ホームページ上にて結果を公表する（ＵＲＬは、「７．質問及び回答」の

「（２）質問への回答」に記載されたとおり。）。 

公表する項目は、評価項目（大項目）、配点、採点結果（大項目の点数及び合計点数）

及び事業者名とする。 

ただし、受託候補者及び次順位者以外の参加業者名は公表しない。 

 

１３． 失格要件 

次に掲げるいずれかに該当した場合は、失格とする。 

① 参加申込書又は提案書類について、提出期限を過ぎて提出された場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 提案限度額を超えた見積書を提出した場合 

④ プレゼンテーション開始時間までに会場に到着しなかった場合 

⑤ 審査の公平性を害する行為があったと評価委員会が認める場合 

⑥ その他評価委員会が不適格と認めた場合 

 

１４． プロポーザルの辞退 

参加申込書の提出後に本プロポーザルを辞退する場合は、事務局（０４７－４０９－０

４１３）に事前連絡のうえ、令和７年６月２０日（金）午後５時までに辞退届を持参する

こと。なお、辞退届の様式については、辞退の意向が示されたときに提示する。 

 

１５． その他留意事項 

(１) 本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。ま

た、単位は日本標準時及び計量法によるものとする。 

(２) 本プロポーザルに係る参加者に生ずる費用は、すべて参加者の負担とする。 

(３) 参加業者間の公平性を保つため、船橋市が必要とする場合を除き、本プロポーザルに

関係する船橋市職員との接触を行わないこと。 
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(４) 委託業務の具体的な内容に関しては、受託候補者として特定された業者と提案書を

もとに協議の上、決定するものとする。 

(５) 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約による見積

合せの後、本市との契約書の取り交わしをもって、契約は成立する。 

(６) 参加者が１者であっても評価は行う。ただし、受託候補者として適当でないと認めら

れる場合には、受託候補者と特定しないことがある。 

(７) 受託候補者との契約締結交渉の結果、契約締結の合意に至らなかった場合又は受託

候補者が失格となった場合は、次順位者を受託候補者として交渉することができる。 

(８) 提出された提案書等の書類は、船橋市情報公開条例（平成１４年船橋市条例７号）の

規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。なお、個人情報

等の不開示情報についてはこの限りでない。 

 

１６． 事務局 

船橋市健康福祉局健康部健康政策課 庶務健康係 担当 中川、山部 

【所在地】 〒２７３－８５０６ 船橋市北本町１丁目１６番５５号 

船橋市保健福祉センター２階 

【電話番号】 ０４７-４０９－０４１３ 

【FAX番号】 ０４７-４０９－０４２４ 

【E-mail】 kenkoseisaku@city.funabashi.lg.jp 

 

附則 

（施行日） 

 この要領は、令和７年４月１７日から施行する。 

（失効日） 

 この要領は、契約締結の日をもって、その効力を失う。 

 


